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生年月日で実施日を調整しています。詳細は個人通知で確認してください。
事業名 実施日・受付時間 対象者

3・4か月児健康診査
1歳6か月児健康診査

BCG集団接種

10日（金）
17日（金）

9日（木）

令和3年5月生

ところ：保健福祉センター
持ち物

個人通知に
記載のもの

母子健康手帳、
予診票

午後1時～2時30分 令和2年1・2月生（一部）
2歳3か月児歯科健診

3歳児健康診査

28日（火）
7日（火）

令和元年5月生（一部）

午後0時30分～2時
平成30年6月生（一部）

24日（金） 平成30年6・7月生（一部）

午後1時～2時30分 接種日に1歳未満で未接種の子
（なるべく8カ月までに接種）

スケジュールを
まとめて管理♪

保健福祉センター内健康課 ☎55-6800 （土・日曜日、祝・休日を除く午前8時30分～午後5時15分）
申し込み・問い合わせ先

すこやかな毎日をサポートします

種類 対象者
【実施医療機関で予約のうえ接種】

【実施医療機関で予約のうえ接種】

注意事項

麻しん
風しん混合

1～2歳未満

平成27年4月2日
～28年4月1日生

令和4年3月31日（木）までに
1回接種

できるだけ1歳～
1歳3カ月に1回接種

2種混合
（ジフテリア・
破傷風）

平成17年4月2日～
22年4月1日生まれの女子
（小学6年～高校1年生
相当の年度末）

11～13歳未満

1回接種。乳幼児期に3種
混合（DPT）1期（計4回）が
完了していない場合は、ご
相談ください

3回接種（接種完了までに約6カ月間かかります）
※現在、国では積極的勧奨を差し控えておりますが、希望される場合は公費で接種で
きます。接種にあたっては、有効性やリスクを十分ご理解いただいた上でお受けくだ
さい。詳細は、厚生労働省ホームページ（上記二次元コードから）をご覧ください

赤ちゃん育児・離乳食相談

と　き

ところ
内　容

対象者

9月14日（火）
午前9時30分～10時30分
保健福祉センター
身体計測、育児・離乳食相
談など（ブックスタート事業
も同時実施）
令和3年2・3月生まれ（一部）
の子と保護者（個人通知あり）

従来の「6～7か月児健康相談」の
名称を変更

　今でも全国で1日に6人が結核によって命を落としています。せきやたん、発熱、急な体重減少などの症状が2週
間以上続く場合は医療機関を受診するようにしましょう。結核は早期発見と正しい治療で治る病気です。

介護保険サービス

9月24日～30日は結核予防週間です1年に1回は検診を受けましょう

問い合わせ先／瀬戸保健所健康支援課 ☎82-2157

本市・瀬戸市の予防接種実施医療機関以外で接種を希望されるかたへ
　「里帰り先で予防接種をしたい」「かかりつけの医療機関が市外にある」など場合、事前に健康課窓口で手続きが必要で
す。母子健康手帳を持参し、必ず予約前に申請してください。接種に必要な書類の発行に1週間ほどかかります（郵送の場合
は、さらに時間を要します。切手が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください）。

実施に当たってのお願い
●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、生年月日で受付時間を分散し検温・体調確認後に会場にご案内します。受け
付け前は会場内で待機できませんので指定時間にお越しください

●前回受けなかったかたは受付時間の調整を行いますので、事前に電話で連絡してください（BCG集団接種を除く）

対象者 接種回数・注意事項

18 令和3年9月1日号

居宅サービスを希望する場合
●要支援1・2
保健福祉センター内地域包括支援センター

（☎55-0654）へ連絡
●要介護1～5
居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専
門員（ケアマネジャー）に介護サービス計画
の作成を依頼。依頼事業者が決まったら「居
宅サービス計画作成依頼届出書」を長寿課
に提出
施設サービスを希望する場合
施設へ直接（特別養護老人ホームは原則要
介護3以上のかたが対象）

介護(予防)サービスの選択

要支援1・2	 	介護予防サービス、総合事
業を利用可

要介護1～5	 介護サービスを利用可
非該当(自立)　「基本チェックリスト」で生活
機能の状態を調べ、生活機能の低下がみら
れる場合は総合事業を利用可

要介護認定

申請・問い合わせ先／市役所長寿課介護保険係 ☎76-8144
介護保険制度の要介護認定を受けているかたは、利用できます。

区分 種類 内容

居
宅
サ
ー
ビ
ス

ホームヘルプサービス ホームヘルパーが家庭を訪問し、家事、食事、入浴などの手助けをする
訪問入浴介護 移動入浴車で家庭を訪問し、入浴の介助をする
デイサービス 日帰りで施設へ送迎し、入浴、食事、レクリエーションなどをする※利用定員18

人以下の場合、区分は地域密着型サービスとなります
ショートステイ 介護保険施設などに短期間入所し、日常生活の支援や機能訓練などをする
福祉用具の貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸し出す※要介護1以下の場合、車

椅子・特殊寝台などは対象外（一部対象となる場合あり）
住宅改修費支給 手すりの取り付けや段差解消などの費用の一部を支給（事前申請が必要）
福祉用具購入費支給 指定を受けた業者から購入した入浴補助用具などの費用の一部を支給

施
設
サ
ー
ビ
ス

特別養護老人ホーム 常に介護が必要なかたに、介護や日常の世話をする（原則要介護3以上のかた
が対象）

介護老人保健施設 病状が安定していてリハビリが必要なかたに、自宅へ戻れるよう介護や機能訓
練などをする

介護療養型医療施設 長期療養が必要なかたに、医療、介護、機能訓練などをする
介護医療院 介護療養型医療施設の転換施設であり、長期療養が必要なかたに、医療と介護

を一体的に提供する
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

地域密着型
特別養護老人ホーム

定員30人未満の小規模な施設で、常に介護が必要なかたに介護や日常の世話
をする（原則要介護3以上のかたが対象）

認知症対応型
通所介護

認知症の高齢者を対象に、家庭的な環境の下で食事、入浴などの介護や機能
訓練をする

グループホーム 認知症の高齢者を対象に、少人数での共同生活の中で、入浴などの日常生活を
支援する

小規模多機能型
居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや、泊まりのサービス
を組み合わせて、多機能なサービスを提供する

一次判定結果、認定調査の聞き取り内容、主治医の意見
書を踏まえ、医療・保健・福祉の専門家による介護認定審
査会で審査・判定

二次判定

市の調査員などが心身の状
況について、国で定められた
74項目を調査

認定調査
申請書に記載された主
治医に、市が意見書の作
成を依頼

主治医の意見書

申請場所　長寿課介護保険係
申請に必要なもの
● 要介護・要支援認定申請書（長寿課で配布。ホームペー

ジからもダウンロード可）
●マイナンバーが分かるもの
●介護保険被保険者証（65歳以上のかた）
●健康保険証（40～64歳のかた）

要介護認定申請

認定調査の結果、主治医の意見書をもとに、コンピュー
ター判定で要介護状態区分を導き出す

一次判定

要介護認定の流れ


